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板橋区地域保健福祉計画 地域でつながるいたばし保健福祉プラン 2025 

   「実施計画 2025」（素案）に対するパブリックコメントと区の考え方 
 

◎ 募集期間：令和３年 11月 20日（土）～令和 3年 12月 12日（日）【23日間】 

◎ 件数：46件・22人（持参 5人、郵送 2人、メール 9人、Ｗｅｂ提出 6人） 

 

№ 項目 意見の概要 区の考え方 

１ 
計画全般に関

すること 

計画の中に出てくる組織・計画の種類

が多すぎるので、組織も計画も単純に

してください。計画内の文書の内容や

量を整理し、シンプルにしてください。 

 

地域保健福祉計画は、福祉分野の各

個別計画の上位計画として策定する

ため、関連する計画の名称や関連す

る事業の組織名を明確にさせていた

だきました。 

計画書の内容については、できるかぎ

り精査し、コラムを入れるなど、読みや

すい記述に努めました。 

2 
計画全般に関

すること 

計画の前提として現状の評価、課題

の分析が欠けています。 

 とくに相談支援については、現状が

分野ごとの体制整備に著しく不均衡

があることが指摘できます。高齢分野

では 19 か所の地域包括支援センタ

ー、障がい分野では、基幹相談センタ

ーが 1 か所、発達障がい者支援セン

ターが 1 か所となっており、いずれも

包括支援体制１か所規模の体制しか

ありません。基幹相談支援センターが

1 か所というのは、板橋区規模の自治

体では少なすぎます。 

 「複合的な課題を持つ世帯への連

携した支援」以前に支援がまったく展

開されない分野の支援体制の整備が

急がれます。 

 

地域保健福祉計画は、福祉分野の各

個別計画の上位計画として策定する

ため、各分野の相談支援について

は、個別計画において検討していくこ

ととしています。障がい分野における

現状分析につきましては、「板橋区障

がい者計画 2023・障がい福祉計画

（第６期）・障がい児福祉計画（第２

期）」で記述させていただいておりま

す。ご指摘のとおり、障がい分野に関

して、包括的な相談を実施する機関

が少ないことも課題と認識しているとこ

ろです。一方で、区内に複数ある相談

支援事業所をはじめ、関係機関との

連携を強化し、複合的な課題を持つ

障がい者の支援につなげていく環境

を整備していくことも重要であると考え

ています。引き続き、関係機関との連

携を含め、支援体制の充実について

検討を進めてまいります。 

3 
計画全般に関

すること 

「いたばし保健福祉プラン 2025」は従

来の保健・福祉分野の個別計画等の

上位計画として位置づけられています

が、「若者への支援」「重層的支援」等

従来から取り組みが弱く、遅れている

分野に対してスピード感のない、期待

が持てない計画になっていると感じま

す。上位計画だからこそ下位の各種

計画をリードする基本理念や力強い

ビジョンを提示し、短期的に力強く「い

たばしNo1実現プラン 2025」につなげ

ていく具体的な方向性を提示すべき

であると考えます。 

 

本計画では、地域共生社会の実現に

向けて、「いたばし№1 実現プラン

2025」との連携を図りながら、３つの基

本理念、９つのビジョンを示し、地域福

祉の推進を進めてまいります。各施策

については、個別計画等において具

体的な内容を提示することとしており、

本計画では、共通した項目を反映さ

せることにしています。 

 特に、複雑化・複合化した課題に対

応するため、包括的な支援体制の構

築を計画の軸として推進していきま

す。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

4 
計画全般に関

すること 

「板橋区地域福祉活動計画」における

検証・分析も踏まえた「実施計画

2025」素案として提示してください。 

社会福祉協議会が策定する地域福祉

活動計画についても次年度以降の計

画を検討しております。本計画とは補

完補強しあう関係でもあり、両計画の

持つ特性を踏まえつつ、連携した内

容として提示していきます。 

5 
計画全般に関

すること 

「実施計画 2025」を策定後、生活圏域

ごとに住民向けの「内容の説明会」を

開催してください。「実施計画 2025」

は、区民にとって、日々の生活をして

行くにあたって、生活に直結した重要

な施策の一つであります。多くの区民

に周知して理解して貰う必要がありま

す。従来の「広報いたばし」や「区のホ

ームページ」で広報しても、果たしてこ

の「実施計画 2025」を読み取り理解す

る区民がどれくらいいるのか疑問で

す。 

 説明会にはその地域の住民はもち

ろん、その地域の活動主体の方々（素

案ｐ60～ｐ62 に記載されている民生委

員・児童委員、町会・自治会等の

方々）が参加されて開催して頂き、参

加した区民の方々の意見や生の声を

真摯に聴いて頂き、この計画の実施

推進に生かしていただきたいです。 

計画については、広報や区ホームペ

ージの掲載等を通じ周知を行ってい

るところですが、地域の活動主体の

方々に、より広く内容を知っていただ

けるよう今回は、パブリックコメントの実

施にあたりまして、地域センターでも

資料が閲覧できるようにいたしました。 

策定後も、周知の機会やご意見を頂く

方法を工夫していきます。 

 

6 
計画全般に関

すること 

他政策との連携を考えた３つの理念を

中心とする合理的な体系となっている

点が、良い点です。合理的で総合的

な政策の体系により、他の様々な政策

分野とバランスよく連携できる保健福

祉政策の実施が図られています。 

計画の基本理念にご理解をいただき

ありがとうございます。 

地域共生社会の実現をめざし、計画

に記載した取組を着実に進めてまいり

ます。 

7 

第１章  板橋

区地域保健福

祉計画の基本

的な考え方 

5 ページの「地域生活課題」の説明

は、改正社会福祉法第4条にもとづい

て説明されているが、より正確に伝え

るためには「地域社会を構成する一員

としての住民」を加筆すべきです。 

 地域社会から孤立することなく、あら

ゆる分野の活動に参加する機会が確

保されるための各般の課題に対して

取り組む計画であることを明記すべき

です。 

「地域生活課題」については、社会福

祉法第４条第３項にもとづく地域生活

課題の規定により説明させていただき

ました。あわせて、同法第４条第２項に

規定されている「地域住民が地域社

会を構成する一員として日常生活

を営み、社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動に参加する機会

が確保される」ことにつきまして追

記をしました。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

8 

第 3 章 実施

計画 2025 

 

 P29 の支え合いの基盤となる「自助」

「共助」「互助」「公助」の連携につい

て、共助と互助の違いがわかるように

定義を明確にしていただくとともに、あ

えて互助を加えた意図の説明をお願

いします。 

「共助」も「互助」も相互に支え合うとい

う意味では共通ですが、「互助」は自

発的な地域住民などによる支え合いと

して、「共助」は社会福祉法人やNPO,

企業など多様な主体が相互に連携し

て取り組むという観点から整理させて

いただきました。「互助」につきまして

も、支え合いの基盤づくりに必要であ

ることから表現しました。 

9 

第 3 章 実施

計画 2025 

 

「自助」「共助」「互助」「公助」の順番

でよろしいですか。 

 

支え合いの基盤の成り立ちにより、ご

指摘を踏まえ、「自助」「互助」「共助」

「公助」の順番に記載を修正します。 

10 

第 3 章 実施

計画 2025 

 

「家庭」「世帯」の用語の使い方は適

切ですか。 

「当事者個人やその家族」と同義でし

ょうか。 

34 頁「複合化した課題のある家庭へ

の支援」「ひきこもり家庭への支援」 

36 頁「8050 問題など相談者以外にも

世帯への対応…」「支援を求めること

ができない世帯への対応…」「世帯全

体の状況…」 

37 頁「課題を抱える世帯を早期発見

し…」「支援につながらない世帯…」 

42 頁「社会から孤立する世帯の問題

…」「生活課題を抱えている人や世帯

を早期に発見…」「福祉サービスを受

給していない世帯などが…」 

 

「家庭」は、一般的に、夫婦や親子な

ど血縁関係でつながった人たちが生

活を共にしている状況を意味します

が、「世帯」は、生計を共にしている集

団を意味し、血縁関係のない方も生

計を共にしていれば世帯に含まれま

す。 

文中の表記については、このような観

点から見直しをさせていただきまし

た。 

 

11 

第 3 章 実施

計画 2025 

 

コロナ禍では「集う」ことに注意が必要

ですが「集う」場所の設定が急務で

す。高齢者や子育て中の若いママが

気軽に立ち寄れおしゃべりができる場

があると、情報交換や交流が生まれ、

高齢者にとっては生きがいに繋がり、

子育て中の若いママにとっては癒し

の場となります。 

空き家を区が借り上げ、地域の人々

が集い交流できる場所を整備し、そこ

を公の支援の場にしてください。 

高齢者や子育て中の方が気軽に立ち

寄ることができる居場所の整備は、住

民同士の顔の見える関係性を構築す

るうえでも、大変重要であると認識して

います。 

地域の居場所として地域資源の把握

に努めるとともに効果的な活用を検討

していきます。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

12 

第 3 章 実施

計画 2025 

 

AI（人工知能）を中心とした次世代技

術の総合的な活用を希望します。 

地方自治体においても AI（人工知能）

の導入に向け、動きが活発化してきて

います。区の重点戦略である DX戦略

ビジョンと呼応し、AI（人工知能）やデ

ータベースの分析など情報技術を活

かした新しい支援のあり方を検討して

いきます。 

13 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

 

一番はおしゃべりが楽しく出来ること

で、おしゃべりの中から解決の糸口が

必ず見えてきます。 

 行政では、土・日がつながらず相談

したいときに役に立たない事が多いこ

と、話がたらいまわしにされます。 

本計画では、包括的な支援体制の整

備を進めてまいります。居場所の確保

や包括的な相談支援体制の構築を進

め、いただいたご意見のように、より幅

広く解決の糸口が見える環境整備に

努めていきます。 

 

14 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

「地域福祉コーディネーター」ではなく

「コミュニティ・ソーシャルワーカー

（CSW）」（専門職）として位置づけてく

ださい。 

本計画では、東京都地域福祉支援計

画の表記にあわせて「地域福祉コー

ディネーター」といたしましたが、今

後、役割や機能を明確にするなか、

「コミュニティ・ソーシャルワーカー」を

含め、板橋区での名称を定めていき

ます。 

15 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

CSW は少なくとも区内に 6 圏域に配

置してください。 

計画素案に記載しましたとおり、まず

はモデル地区を選定し、地域福祉コ

ーディネーターを配置してまいりま

す。配置する圏域の数につきまして

は、実施状況を検証した上で決定し

てまいります。 

 

16 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

「地域福祉コーディネーター」を生活

圏域ごとに早期に配置して頂きたい。 

 コーディネーターに望むことは、第

一に担当区域の実態把握です。担当

区域の民生委員・児童委員・町会・自

治体等と連携して区民とのコミュニケ

ーションを図りながら、区民の話をよく

聴くことが出来る人、そして区民と信

頼関係が築ける人 

地域福祉コーディネーターをモデル

配置し、実施状況を検証した上で、配

置圏域を決定いたします。 

ご意見のとおり、地域福祉コーディネ

ーターは、社会福祉の基礎的知識の

ほか、担当区域の実態把握や関係機

関との連携、区民との信頼関係を築け

ることが重要であると認識しています。 

いただいたご意見については、今後

の参考にさせていただきます。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

17 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

高齢障がい者の支援に対して、障が

い福祉サービスと介護保険サービス

両方に通じている相談窓口がありませ

ん。地域福祉コーディネーターの役割 

を、単に専門機関に繋げるとするので

はなく、すべての福祉サービスに通じ

たコミュニティー・ソーシャルワーカー

として育成し配置してください。そして

高齢障がい者など横断的な問題には

中心的な役割が果たせるような権限と

責任を持たせてください。 

地域福祉コーディネーターは、専門

機関に繋げるコーディネート機能以外

に、複雑化・複合化した課題など必要

に応じて関係機関との調整を行い、チ

ームアプローチによる伴走型の支援

を進めていくことを考えています。 

権限については、役割について整理

するなかで決めてまいります。 

 

18 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

地域福祉コーディネーター（CSW）の

具体的な内容（支援の中身）や規模・

予算などが素案からはみえてきませ

ん。「モデル配置により実施状況を検

証し・・・」と書かれていたので、モデル

事業が求められている事業になって

いくのか注目していきたいです。 

地域福祉コーディネーターについて

は、大きく３つの役割を計画ではお示

しさせていただきました。地域との関

係性が重要であると考えていますの

で、モデル事業としての実施状況を検

証した上で適正な規模における配置

や具体的な機能を検討してまいりま

す。 

19 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

38 ページの「相談支援体制のイメー

ジ図」の「日常生活圏域でのネットワ

ーク」に学校や保育園（教師や保育

士）が図に示されていないことに違和

感を感じます。日常生活圏域で困りご

とや異変などに気づく場所・人の筆頭

は、学校や保育園（教師や保育士）で

はないかと思います。区との連携はす

でにあると思いますが、区として位置

づけることで、区内での相談支援を担

う専門家になってほしいです。 

38 ページの日常生活圏域でのネット

ワークは団体名を例示させていただ

いたもので、このほかにも地域で活動

されている団体もあるかと思います。

学校や保育園については、ご指摘の

通り、相談を受けとめる場として機能し

ていますので、相談窓口の子ども分

野の欄に追記させていただきました。 

20 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

38 ページの「板橋区版包括的な相談

支援体制のイメージ図」のなかで、新

たな役割として設定される「地域福祉

コーディネーター（ＣＳＷ）」の機能が

大変重要なポジションにあると思って

います。モデル配置により、実施状況

を検証していくとのことですが、イメー

ジ図では何処にも属さない独立的な

存在としての表記となっており、「どこ」

の「誰」がどのようなスキルを持って、

また政策的バックアップ（委託・補助な

ど）のもとで業務することになるのかイ

メージができず、「絵に描いた餅」にな

らないか懸念しています。 

イメージ図での地域福祉コーディネー

ターは、日常生活圏域、相談窓口い

ずれにも関与する機能を持っているた

め、その中間に配置したところです。

社会福祉に関する見識を持つことは

もとより、地域とのつながりを大事にす

る人材を想定しています。区としての

施策であるため、経費面でもバックア

ップしてまいります。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

21 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

38 ページの「板橋区版包括的な相談

支援体制のイメージ図」の中に記載が

ある「（区役所内）相談窓口）」「社会福

祉協議会」「生活支援コーディネータ

ー」「地域包括支援センター」などとい

った機能においても、「CSW」機能と同

様の役割が含まれることになるので、

そうした機能とのすみ分けや体制上で

の関係性などにイメージ設定がなされ

ていないことも、地域・現場での混乱

の観点で懸念されます。計画の中に

これらの懸念事項について具体的に

言及し、提示いただきたいと思いま

す。 

38 ページの「板橋区版包括的な相談

支援体制のイメージ図」の中に記載を

している各種相談窓口や「社会福祉

協議会」「生活支援コーディネーター」

「地域包括支援センター」などにおい

ても、個々の機能に応じた対応を行う

ほか、関連する機関と連携してまいり

ました。 

今回設置する地域福祉コーディネ

ーターは、どこに相談したらよいかわ

からない困り事や制度の狭間で課題

を抱える世帯、社会的に孤立している

世帯など、これまで潜在化して相談に

つながらなかった方への支援をシステ

ム的に整備していくことを考えていま

す。 

 ご意見にもあるように、地域福祉コー

ディネーターの配置により地域・現場

での混乱が生じないように関連機関と

の調整や設置の方向性を明確にして

取組を進めてまいります。 

22 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

素案３７ページ及び３８ページの「包括

的な相談支援体制の構築」を実現す

るための取組は、緊急性のある最優

先課題としてスケジュールや推進体制

を提示する必要性があるのではない

でしょうか。 

包括的な相談支援体制を構築してい

くには、相談窓口の連携強化や地域

住民が社会参加できる地域づくりな

ど、段階的な準備や推進体制の確立

が必要となります。関係機関と連携、

調整する中、スケジュールをお示しし

ていきます。 

23 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

「重層的支援体制整備事業」につい

て、板橋区として実施するかどうかは

っきりしません。国の交付金は積極的

に受けていくべきでしょう。 

本計画の実施期間（令和４年度～令

和７年度）において財源や実施体制も

勘案しながら「重層的支援体制整備

事業」の交付金を活用していくか検討

してまいります。また、重層的支援体

制整備事業とは別に、必要となる経費

については国や都の補助金等を活用

してまいります。 

24 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

３７ページにおいて「地域住民等が主

体的に地域生活課題を把握し、解決

を試みることができる環境整備」と記

載されていますが、そのために最も大

切と思われる地域の住民活動の拠点

の整備について述べられていませ

ん。地域福祉コーディネーター

（CSW）はこうした拠点に配置される必

要があります。 

イメージ図での地域福祉コーディネー

ターは地域と相談機関との橋渡しとな

る機能であるため、その中間に図示し

ました。地域の住民活動の拠点となる

日常生活圏域においても地域福祉コ

ーディネーターが活動することを想定

しています。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

25 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

現行の「地域支え合い会議」も分野横

断的な性格に改組していく必要があり

ます。 

いただいた御意見につきましては、今

後の施策の参考とさせていただきま

す。 

26 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン①包

括的な相談支

援体制づくり 

地域福祉コーディネーターは「モデル

事業として試行」とのことで一歩前進

ですが、ある程度の規模で展開すると

ともに、試行であるからこそ区職員の

ケースワーカー経験者が直接行って

いくことが必要だと思います。 

地域福祉コーディネーターをモデル

配置し、実施状況を検証した上で適

正な規模における配置や機能につい

て検討してまいります。 

地域福祉コーディネーターが担う役割

については、福祉に関する知識や関

係機関との調整、地域との連携など一

定のスキルが必要となるため適切な人

材の配置を検討してまいります。 

27 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

ビジョン③「地域の生活課題を解決す

るしくみづくり」→「地域生活課題を解

決するしくみづくり」に修正 

 

ビジョン③の見出しは読みやすさを考

慮して、「地域の」とさせていただきま

した。本文では、社会福祉法の規定

に基づいた「地域生活課題」として表

現を整理しました。 

28 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

４４ページ「ひきこもり施策」を充実させ

てください。「ひきこもり支援センター」

を設置し、業務を専門的な経験と実績

のある法人に委託してください。 

ひきこもり施策については、庁内連携

を行い、相談窓口の明確化や情報発

信に努めていく必要性を感じていま

す。令和 4年 4月から、ひきこもり対策

担当係長を設置し、ご意見を参考に、

支援のあり方を検討していきます。 

29 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

４４ページ「ひきこもり施策」を「重層的

支援体制整備事業」に組み入れ、当

事者・家族の課題やニーズに寄り添っ

た適切な支援を図ってください。 

ひきこもり施策については、実態を把

握し、課題やニーズを検証するなか、

支援のあり方や重層的支援体制整備

事業の活用など検討をしてまいりま

す。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

30 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

不登校の小・中学校への支援を充実

させてください。 

 聴覚過敏やその他特性で学校に通

えない子の学ぶ権利の保障や一斉休

校期間外に授業に参加できる仕組み

づくり、ICT 活用を含めその子に合っ

た学び方を認めてください。 

地域保健福祉計画は、福祉の各分野

における共通事項を定めるものと

されています。いただいたご意見に

ついては、教育分野の内容と考えら

れるため、本計画で記載する予定は

ありませんが、教育分野における施

策として、参考とさせていただきま

す。 

31 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

平成 27 年 2 月「子ども・若者育成支

援推進法」や 15歳から 39歳までに対

する板橋区としての支援に対する考え

方が提示されていない。素案 65 ペー

ジに「学びプレイス」「ⅰ－youth」「い

たばし若者サポートステーション」がリ

ストアップされているが、民間機関、ボ

ランティア任せになっているのではな

いでしょうか。 

地域保健福祉計画は、福祉の各分野

における共通事項を定めるものと

されています。15歳から 39歳までに

対する板橋区としての支援に対する

考え方については、「板橋区子ども・

若者計画 2021」にてお示しておりまし

た。また、令和４年度より「板橋区子ど

も・若者計画 2021」を統合した形で、

「いたばし子ども未来応援宣言 2025 

実施計画 2025」を策定し、具体的な

施策を位置付ける予定です。 

32 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

発達障がいや精神障がいなどの生き

づらさを抱える人に対して、身近な地

域で、特性にあった居場所を用意して

ください。 

今後、包括的な支援体制を構築する

なか、地域での居場所づくりについて

は、特性に応じた視点からも検討して

まいります。 

33 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

発達障がい者支援センターは多くの

相談待機者が生ずるなどしており拡

充が必要です。 

「板橋区障がい者計画 2023」では、発

達障がい者への切れ目のない支援の

充実に向けて、発達障がい者支援セ

ンターの充実を位置づけています。 

ご指摘の件につきましては、発達障が

い者支援センターでの初回面接にお

ける相談以降の支援プログラムを工夫

することにより、相談待機者の削減に

努めるとともに、相談体制のさらなる充

実を図ります。 

 

34 

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

子ども発達支援センターは多数の相

談待機者が存在するだけではなく、

「15 歳までを相談対象者として、発達

障がい者支援センターとの切れ目の

ない支援」ができることになっています

が、実際相談はほとんどが就学前児

童に限られ相談回数も制限されてい

ます。学校などとの環境調整や継続

的な支援を行う機能も持っていませ

ん。抜本的な改善が求められます。 

子ども発達支援センターの施策に

限らず発達障がい支援に関わるす

べての部署において総合的な視点

で役割や機能を強化し、切れ目のな

い支援体制構築に努めてまいりま

す。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

35 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

強度行動障がい者を支援する強度行

動障がい者支援センターを設置してく

ださい。 

地域保健福祉計画は、福祉の各分野

における共通事項を定めるものと

されています。いただいたご意見に

ついては、「板橋区障がい者計画

2023・障がい福祉計画（第６期）・障が

い児福祉計画（第２期）」において検

討すべき事項となっております。現

在、強度行動障がい者支援センター

の設置予定はございませんが、事業

者向けの研修等を実施し、理解促進

を図り、支援の促進につながるよう、今

後とも取り組みを進めてまいります。 

36 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

強度行動障がい者対応の入所施設

やグループホームを早急に整備してく

ださい。 

「板橋区障がい者計画 2023」では、障

がいのある方が安心して暮らせるグル

ープホームなど、多様な生活の場の

確保に取り組んでいくこととしていま

す。その検討において、強度行動障

がいをはじめとした、重度の障がいを

お持ちの方々の生活の場という視点

も含め、検討を進めてまいります。 

37 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン③地

域の生活課題

を解決するしく

みづくり 

区立福祉園の民営化を見直してくだ

さい。最重度の人の切り捨てが目に見

えています。入所施設の不足や強度

行動障がい者対応のグループホーム

が整備されていない中、最重度の障

がい者が在宅になれば親子で共倒れ

になります。 

本年度策定した「区立福祉園の民営

化に関する考え方」では、民営化し

た場合でも、障がいの重い方が引き

続き利用することができるよう、セ

ーフティーネットの役割を果たす

こととしています。 

また、障がいの重い方の受け入れを

含め、民間の障がい福祉サービス施

設の整備を進め、地域の障がい福祉

サービス全体の充実を進めてまいりま

す。 

38 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン④地

域の活動主体

との協働・連

携体制づくり 

町会、自治会を計画の軸に入れる場

合は、町会・自治会に対しての現状を

鑑みてください。町会活動に参加して

も同じメンバーで、若いメンバーは増

えない。近所付き合いは、挨拶程度で

このような状態では相談などできな

い。 

包括的支援体制を構築するために

は、地域住民の力が必要となります。

ご指摘の町会・自治会の現状につき

ましては、課題を整理するなか、活性

化に向けて取り組んでまいります。 

39 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン⑥災

害時等に支え

合うしくみづく

り 

災害時の支援体制より。 

お隣さん確認事業の構築を地域保健

福祉計画に盛り込むことを要望しま

す。 

ヤングケアラー、8050，孤独死、ひきこ

もり等にも関係するように思います。 

いただいた御意見につきましては、災

害時の支援体制構築の際の参考とさ

せていただきます。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

40 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン⑥災

害時等に支え

合うしくみづく

り 

当初防災課が始めた要支援者手上

げ方式の登録制度は、プライバシー

保護や防犯の観念からもあまり広まっ

ておらず、それがあることすら知らない

避難困難者も多いです。老化や障が

いによって登録がわからない方もいま

す。名簿が民生委員にも渡るが、指導

も指示もなくどうしてよいかわからない

民生委員も多いそうです。顔なじみに

なっておくことが大切なので、行政と

民間で介助講習会等を町会回り持ち

で行い、オンライン配信するなど提案

します。隠れなければ生きにくい方の

所在地の把握も必要となります。 

 

手上げ方式で実施しておりました「板

橋区要援護者名簿制度」について

は、現在すべて「板橋区避難行動要

支援者名簿制度」に移行しています。

板橋区避難行動要支援者名簿制度

は、対象となった皆様にお手紙をお

送りする方式をとらせていただいてお

り、避難行動要支援者本人またはそ

の家族等による個人情報の提供につ

いて、同意が得られれば名簿に記載

することとなっています。 

今後も制度周知の方法やあり方につ

いて検討するとともに、ご提案につき

ましては、今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

41 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン⑦多

様性を認め合

う基盤づくり 

計画の方向性で地域共生社会の実

現をめざしていますとある中で、「障が

いのある人もない人もともに生きる条

例」を制定してください。 

地域共生社会の実現に向けては、い

ただいたご意見を参考に、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

42 

第 3 章 実施

計画 2025 

ビジョン⑨権

利擁護の推進 

ビジョン９の権利擁護の推進の「成年

後見」についてですが、障がい当事者

や家族から相談を受ける「成年後見」

への期待は、高齢の方とは内容や意

義がすこし違うように感じています。財

産管理や法律的なさまざまな権利擁

護ということだけではなく、日常生活レ

ベルの権利保障を考えてほしいで

す。 

成年後見制度を含め、障がい者やそ

のご家族の日常的な生活を支援し、

障がい当事者の権利保障につながる

取り組みについては、引き続き、関係

する機関等とも連携しながら、検討を

進めてまいります。 

43 

第 4 章 計画

の推進と進行

管理について 

62ページより、計画の進行管理には、

「板橋区地域保健福祉計画推進本部

幹事会」「板橋区地域保健福祉計画

推進本部」で行うと記載されているが、

本計画の素案を作成した「板橋区地

域保健福祉計画推進協議会」の委員

や、外部の第三者の視点で分析・検

証できる人材を含めた常設の進行管

理組織を設置すべきと考えます。 

本計画の進行管理は、記載のとおり

「板橋区地域保健福祉計画推進協議

会」において、課題等の意見聴取と行

ったうえで「板橋区地域保健福祉計画

推進本部幹事会」、「板橋区地域保健

福祉計画推進本部」において定期的

に進捗管理・評価を行ってます。 

推進協議会の委員は、次期計画策定

の際に、計画の進捗状況を報告し、ご

意見をいただくため、常設の会議体の

設置は予定していません。 
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№ 項目 意見の概要 区の考え方 

44 

第 4 章 計画

の推進と進行

管理について 

生活圏域ごとに「実施計画 2025 の推

進委員会」を組成して、年に 1 回以上

「推進委員会」を公開のもとに地元で

開催してください。 

 委員メンバーは素案ｐ60～ｐ62 に掲

載している区民を始め地域活動主体

の方々。（区民は年代別代表者数名） 

策定しました地域保健福祉計画につ

きましては、多様な媒体を通じて、広く

周知していきたいと考えています。い

ただいた御意見につきましては、今後

の施策の参考とさせていただきます。 

45 

第 4 章 計画

の推進と進行

管理について 

計画の推進には、この推進委員会で

PDCA サイクルを少なくとも年 1 回実

施して、これまで実施した実績と現状

を検証して課題の抽出を図ってくださ

い。 

P（計画）…「板橋区地域保健福祉計

画・実施計画 2025」策定済 

D（実施）…年度ごとの事業遂行 

C（評価）…住民の声・地区の推進委

員会・本部の推進協議会・推進本部

幹事会等で評価点検し、場合によっ

ては計画の（見直し）や（新たな取り組

み）についても検討してください。ま

た、その評価については常に公開し

広報してください。 

＊この計画のもとで実施した実績に基

づき、その事が区民の保健福祉生活

に実効性が有るのか無いのか、取り組

みが計画に従って進捗しているのか

どうか等も検証が必要だと思います。 

A（再構築）…事務事業の改善・新規

事業の開拓 

本計画の進行管理については、「板

橋区地域保健福祉計画推進協議会」

において、課題等の意見聴取を行

い、その結果について「板橋区地域

保健福祉計画推進本部幹事会」で検

討するとともに、必要に応じ施策の見

直しを実施します。 

また、「板橋区地域保健福祉計画推

進本部」においても進捗管理・評価を

行うことで、適切な福祉施策の実施を

図り、内容を公開していきます。 

46 資料編 

資料編では、３つの理念ごとに分かり

やすく記載された関連事業の説明が

あります。これにより、３つの理念をど

のような具体的事業で実現していくの

かが分かりやすく明示されており、良

い点です。 

 

計画の内容にご理解をいただきありが

とございます。 

資料編で記載している事業につきまし

ては、各個別計画で進行管理を進め

てまいります。 

 

 


